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企業の教育訓練の実施状況は？ 

～厚生労働省 令和２年度「能力開発基

本調査」の結果等より 

 

◇教育訓練費用を支出した企業は 49.7％ 

厚生労働省がまとめた令和２年度「能力開

発基本調査」（令和２年 12 月１日時点の状況

についての調査）の結果によれば、企業の教

育訓練への費用の支出状況をみると、ＯＦＦ

－ＪＴまたは自己啓発支援に支出した企業は

49.7%で、令和元年度調査（以下 「前回」と

いう）の 57.5％と比べて減少しています。計

画的なＯＪＴについて、正社員に対して実施

した事業所は 56.5％（前回 64.3％）、正社員

以外に対して実施した事業所は 22.3％（前回

26.5％）となっており、こちらも前回同様減

少しています。 

コロナ下において、企業の様々な活動に影

響が出ているところですが、社員の教育訓練

に関する分野にも影響を与えていることが予

想できます。 

 

◇能力開発や人材育成に関して問題があると

する企業が７割以上 

能力開発や人材育成に関して何らかの問

題があるとする事業所は 74.9％で、前回と比

べてやや減少しているものの、多くの企業で

は、人材育成に関する問題があると考えてい

ることがうかがえます。問題点の内訳は、「指

導する人材が不足している」（54.9％）が最

も高く、「人材育成を行う時間がない」

（49.4％）、「人材を育成しても辞めてしま

う」（42.6％）と続いています。 

 

◇コロナ下でオンライン研修などの取組みも

進んでいる 

株式会社パーソル総合研究所が実施した、

企業におけるオンライン集合研修の実態に関

する調査によれば、オンライン集合研修を増

やした企業の割合は 75％にも上ったそうで

す。対面での実施が難しい中、これまでと異

なる手法で教育訓練を実施した企業も多かっ

たのではないでしょうか。 

 

◇今後求められる企業の能力開発への取組み 

日本では、ＧＤＰに占める企業の能力開発

費の割合が、他の先進国と比べても低いとい

われており、米企業と比べると 20 分の１ほど

しかないそうです（2018 年「労働経済白書」）。

このような実態を国も問題視しており、2021

年６月に政府が提示した骨太の方針でも、「リ

カレント教育等人材育成の抜本強化」が掲げ

られています。今後、国を挙げた取組みが進

むとともに、労働者側でもキャリア形成に関

する意識が高まってくることが予想されます。 

このような動きは、企業としても人材確保

の観点から無視できないところです。今後は、

自社の生き残りのためにも、新入社員のみな

らず、中堅社員等までも対象にした能力開発

に係る新たな取組みを模索していく必要があ

るでしょう。 

【厚生労働省「令和２年度「能力開発基本調

査」の結果】ニュースリリース

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_1936

8.html 

【パーソル総合研究所「オンライン研修の実

態に関する調査結果」】ニュースリリース 

https://rc.persol-

group.co.jp/news/202107051000.html 
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健康保険法改正で傷病手当金◇の通算

や育休中の社会保険料免除が変更に 

 

「全世代対応型の社会保障制度を構築するた

めの健康保険法等の一部を改正する法律」が

第 204 回国会で可決・成立し、６月 11 日に

公布されています。 

以下で、主な改正事項をご紹介します。 

 

◇傷病手当金の支給期間の通算化（令和４年

１月１日から施行） 

傷病手当金は、業務外の事由による病気

やケガの療養のために休業するときで、一定

の要件に該当した場合に支給されるもので、

支給期間は、支給が開始された日から最長１

年６カ月です。これは、１年６カ月分支給さ

れるということではなく、１年６カ月の間に

仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ

病気やケガにより仕事に就けなくなった場合

でも、復帰期間も含めて１年６カ月に算入さ

れます。支給開始後１年６カ月を超えた場合

は、仕事に就くことができない場合であって

も、傷病手当金は支給されません。 

今回の改正は、出勤に伴い不支給となっ

た期間がある場合、その分の期間を延長して

支給を受けられるように、支給期間の通算化

を行うというものです（支給を始めた日から

通算して１年６カ月支給）。がん治療などで

入退院を繰り返すなど、長期間にわたり療養

のための休暇をとりながら働くケースなどが

あることから、改正になりました。 

 

◇任意継続被保険者制度の見直し（令和４年

１月１日から施行） 

任意継続被保険者制度は、健康保険の被

保険者が、退職した後も選択によって引き続

き最大２年間、退職前に加入していた健康保

険の被保険者になることができる制度です。 

保険料は全額被保険者負担（事業主負担

なし）で、従前の標準報酬月額または、当該

保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額の

うち、いずれか低い額に保険料率を乗じた額

を負担します。任意継続被保険者となった日

から２年を経過したときや、保険料を納付期

日までに納付しなかったとき、就職して健康

保険などの被保険者資格を取得したとき、後

期高齢者医療の被保険者資格を取得したと

き、被保険者が死亡したときのいずれかに該

当するときは、被保険者の資格を喪失しま

す。 

今回の改正は、任意継続被保険者の保険

料の算定基礎の見直しや（健康保険組合が規

約に定めた場合は、当該保険者の全被保険者

の平均の標準報酬月額より従前の標準報酬月

額が高い任意継続被保険者については、従前

の標準報酬月額を保険料の算定基礎とするこ

とができるようになる）、被保険者からの申

請による資格喪失を可能とするというもので

す。 

 

◇育児休業中の保険料の免除要件の見直し

（令和４年 10 月１日から施行） 

 育児休業中の社会保険の保険料免除は、現

在、月の末日時点で育児休業をしている場合

に、当該月の保険料（賞与保険料含む）が免

除される仕組みです。そのため例えば、月中

に２週間の育休を取得したとしても、休業期

間に月の末日を含まなければ免除の対象には

なりません。 

今回の改正は、短期の育児休業の取得に

対応して、育児休業期間に月末を含まない場

合でも、月内に２週間以上の育児休業を取得

した場合には当該月の保険料を免除するとと

もに、賞与に係る保険料については１カ月を

超える育児休業を取得している場合に限り免

除の対象とするというものです。 

 

 

当事務所よりひと言 

 

   

            

 

これから、色々な法律改

正が続く予定です。情報

を、随時アップデートして

いきましょう。 

  
 
 


